
 

 

別紙１ 

 

【科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会等における議論の概要】 

 

（問題意識等） 

〇 「研究業績」欄に必ずしも研究課題とは関係のない業績を不必要に連ねたりする可能性など、

審議過程において応募、審査の本来の在り方を歪めかねない実態があるのではないか。 

〇 「研究業績」欄が、応募者にとって「できるだけ多くの業績でスペースを埋めなければ審査に

おいて不利になるのではないか。」といった誤った認識を与えている可能性があるのではないか。 

○ 研究代表者及び研究分担者の分担内容に応じた研究遂行能力を評価するために研究業績等の

確認は必要だが、研究業績等の「書かせ方」については一考の余地がある。 

○ 科研費の審査に関し、あたかも業績偏重主義であるかのような認識を応募者その他に与える可

能性については、できるだけ是正を試みるべきであり、そのための工夫を考慮する必要がある。 

○ 「研究業績」欄を引き続き活用する場合にあっては、応募者が研究遂行能力の評価に必要な情

報を適切に記載できるような配慮が必要。（単に「欄を埋める」ことが重要であるかのような印象

を払拭する必要がある。） 

○ 研究業績等による研究遂行能力の評価について、応募者、審査担当者の双方に正しい認識を醸

成するよう努めることが必要。 

 

（研究計画調書の変更に当たっての基本的な考え方等） 

〇 科研費の審査は、研究代表者から提案された研究課題について、学術的独創性や創造性、研究

目的の明確さ等を考慮するとともに、当該研究者の研究遂行能力をも厳正に評価し、研究課題を

選定することとしている。 

〇 研究計画調書における研究業績の位置付けは、研究計画調書に記載された研究を遂行するに当

たり、実行可能性を判断するためのもの。 

〇 これらの趣旨を踏まえ、研究業績の取扱いについては、当該研究計画に対する研究遂行能力を

有しているかを確認するものであることを明確化する。 

 

【researchmap の活用について】 

競争的資金における使用ルール等の統一について（抜粋） 

（平成２７年３月３１日 平成２９年４月２０日改正 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ） 

 

８ 電子申請等の促進 

（３）国立研究開発法人科学技術振興機構が運営する researchmap と府省共通研究開発管理システム

等の連携を促進するため、研究代表者及び研究分担者の研究業績の提出を求める事業においては、

各資金制度の応募要領等に researchmap への登録及び入力を推奨する文章を掲載し、研究者等に

利用を促すとともに、研究業績として、別紙様式４にresearchmapの登録情報の活用を促すこと。 

なお、researchmap の更なる活用の方途について、今後も検討を進める。 


